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　犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の
創設に関する検討にあたり、犯罪被害者の経済的現況
を把握することがまず必要であることは論を待たない。
特に現状を知らずして、海外調査をしてもその意義は大
きく減ずるところとなってしまうと思う。
　犯罪被害者が犯罪に遭遇したことにより、今までのよ
うな平穏な生活を継続することが困難になり、精神的な
打撃だけでなく、経済的にも、肉体的にも多くの苦難を抱
えて生きているのが犯罪被害者である。また現在はその
困難を何とか乗り越えて表面的には頑張っている犯罪
被害者もいる。このようにどのようなことに現在も苦しんで
いるのかだけでなく、過去どのようにしてその経済的・肉
体的苦境を乗り越えてきたかを検証することも必要だと
考える。そしてそのような人々がどのような施策があった
らもっと早く事件前の平穏な生活に近づけたかを検証
することは十分価値があることだと思う。勿論犯罪被害
者は個々に事情が異なり、回復への道も違うと思われる
が、1人でも多くの犯罪被害者が救われる施策を考える
のが我々構成員の責任だと思う。
　その検証にあたり、われわれ構成員は、世間の困窮
者（多くの犯罪被害者）と言われる人々ほど経済的に
困っておらず、中曽根さんと私を除いては犯罪に遭って
いないという事実を踏まえることが必要であり、上から目
線でなく犯罪被害者の目線で検証してゆくことが重要で
あると考える。

　このためにまず本当に困窮している犯罪被害者とは
どのような人 な々のか、彼らの生の声を聞くことがスタ－ト
ラインだと考える。困窮犯罪被害者とはどのような犯罪被
害者を指すのか難しいが、その日の生活にも事欠いた
り、本来ならより厚い治療/介護が必要なのに経済事情
が許さず、我慢したりしている犯罪被害者である。未来
の被害者だけでなく、現在/過去の被害者で、現在困っ
ている被害者を救うのが出発点でもあると思う。
　このような犯罪被害者の方々に会議場に来ていただ
き、彼らの言葉で話してもらい、それを前提にして検討会
を始めなければ被害者の要求と乖離したものになってし
まうであろう。
　このような犯罪被害者の方々に会場に来ていただくこ
とに困難な場合があるかもしれないが、何とか実現する
術を工夫する必要がある。アンケ－ト調査では、被害者
の本当の苦しみは分からない。
　思い起こせば、犯罪被害者等基本法のスタ－ト時に
上川陽子議員が、あすの会の事務所に来られ、犯罪被
害者１５人から実情を聞かれ、その悲惨さに声も出ず、こ
のヒヤリングが同法提案の礎となったとのことでした。
　ヒヤリングを通して、我々構成員も同じ土俵に立って
検討を始めることが出来ると考えるし、海外にも類似の
犯罪被害者がおり、彼らがどのような施策により、支援さ
れているか、調査する目的もはっきりすると思う。

 　第2次犯罪被害者等基本計画が3月25日に閣議決
定され、6月8日には第9回基本計画策定・推進専門委
員会議及び第1回「犯罪被害給付制度の拡充及び新
たな補償制度の創設に関する検討会」が開催されまし
た。結論は3年以内に出すことになっています。
　会議は、第2次基本計画の内容説明が主で、今後ど
のように進めるかについては時間切れになってしまいまし
た。印象としては、海外の補償制度の概況を学者から
聞き、それをベ－スに海外調査を行って日本の制度を考
えるように思えました。この検討会を前に、検討会の専門

委員である私は、まず困窮している犯罪被害者の声を
聞くのが出発点であるとの意見書を提出しました。が、上
記のように時間切れで深く討議されることはありませんで
した。その後、犯罪被害者支援室で検討の結果、犯罪
被害者等の現状を把握して、共通性のあるモデルケー
スを設定して、我が国と諸外国の制度を比較できること
が望ましいとの結論に達したので、私に正式文書として
の意見書を求められました。
　以下提出した意見書を転載します。
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  「精神障害者の犯罪行為に対する罪は問わないか、
又は軽減する。」と刑法３９条に書かれてある。しかし、法
の下の平等性を考えるならば、もう一方の被害者への配
慮も必要ではなかろうか。この問題は昭和40年頃から
議論されているが、いまだ解決されないままである。
　平成１２年に全国の犯罪被害者たちは、被害者の人
権回復のために「全国犯罪被害者の会（あすの会）」を
結成し、全国から署名を集めて法律の改正を求めてき
た。翌年の全国大会で、精神障害者の犯罪について司
法と医療が協力するよう、法の整備を国に求め、そして
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医
療及び観察等に関する法律」、いわゆる「医療観察法」
が成立したのである。その4年後に「犯罪被害者等基本
法」が成立し「すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が
重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権
利を有する」と明記された。
　しかしながら 精神障害者から受けた被害者は、刑法
39条により被害者の権利を保障されないまま、いまだに
放置されている。犯罪行為を繰り返す可能性の強い精
神障害者と予測できながらも、治療が困難で長期の入
院治療は不適切だとの理由から治療を終了し、自己責
任だと考える医療者がいる。これは先々犯罪が生じても
よいと言っていることに等しく、真に無責任なことである。
病気という自覚もなく、犯罪を繰り返す一部の精神障害
者に自己責任との理由で治療を終了することは、精神
科治療の放棄に当たると思われる。治療が困難で長期
入院を必要とする精神障害者にこそ、司法の下で根気
よく矯正医療と矯正教育を行うことが必要なのであろう。
　また、日本弁護士連合会（日弁連）も「このような再犯を
繰り返し、治療が困難な精神障害者」がいることを認め
ながらも「適切な医療が必要な時点で提供されなかった
が故に、結果として不幸な事件が生じているのであっ
て、保安処分的に拡大解釈されるおそれのある法律は
つくるべきでない」と述べて、現状の惨事に目をつむった
ままである。こうして精神障害者から受ける犯罪被害者
の人権は、見放されたままである。
　この現状を改正するために“あすの会”は、次のような
決議を行い国に要望してきた。
   「精神障害者の犯罪については、不起訴処分や無罪

判決がなされると、加害者に対する処遇は司法の手を
離れて、すべて医療機関に任されている。これは医療関
係者の負担も大きくするのみならず、司法が関与しない
ことについて国民の不満、不安が高まっている」そこで
精神障害者の犯罪について次の４項目を提案した。
（１）司法が関与すること
（２）特別の国立の司法医療施設を設置すること
（３）施設出所後も、投薬その他について司法、医療が
協力して長期的に観察関与すること
（４）処遇の決定、処遇の状況について犯罪被害者に
情報を提供すること
　以上を国に要望したのである。
  「精神障害者は、誰もかれも国立の司法医療施設を
設置して処遇しろ」と言っているのではない。「長期的な
観察を要する精神障害者は、司法のもとで適切な医療
を行うべきだ」と言っているのである。精神医療と共に矯
正教育が必要なのであり、矯正教育は行刑として行う
べきである。そのためには「犯罪被害者等基本法」と整
合するように「医療観察法」の見直しが必要である。治
療が困難で長期入院を必要とする精神障害者は、行
刑として司法のもとで矯正教育を行うように改正するべ
きである。現在求められているのは、「司法か医療か」で
はなく「司法も医療も」なのである。
　日本精神神経学会も日弁連も「医療のみで治療可能
な精神障害者」と「司法の協力を得なければならない精
神障害者」とを現在の鑑定水準にもとづき鑑別し、早期に
国民が安心できるような医療及び法的対策をとるべきで
ある。現在の鑑定水準が低いからと言って、無策のまま放
置してよい理由はない。それぞれの立場はあると思うが、
いずれもそれは国民のためであり、国民の期待する安全
で安心できる社会をつくるためのもので、建設的に協働す
べき義務があると思うのだが間違っているだろうか。
　この問題が議論に上がって、すでに40数年も過ぎた
のである。その間、犠牲者も累積してきたのである。司法
界も医療界もその責任を強く感じ、全国民のために行動
するべきである。一刻も早く「法の下の平等性」を大切に
した、加害者のみならず 先々の被害者にも光が当たる
よう、まして犠牲者が生じないような処方箋を書き協力し
て実行する義務があると思う。
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